
 

 

 

 

 

 

 
 校長 齋藤 哲生 

                     
この春、タイトルにあるような「対話型人工知

能(AI)」の記事が多々報道されました。個人の利

用だけではなく、企業や行政機関でも導入を決定

しているところがあるようです。技術の進歩は目

覚ましいものだとの感慨を覚えます。 

子どもたちの教育に活用することについては、

まだ決定を見ていませんが、実生活でも使われて

いくかも知れませんね。 

さて、学校では「GIGAスクール構想」に基づ

き、学習情報端末が導入されて３年目となりま

す。写真にあるように子どもたちは、授業だけではなく、委員会活動でも活用しています。

保健委員会は集会で出すクイズをつくり、メンバーで確認していました。 

この端末の活用については、対話型人工知能との付き合い方と同様、ただやみくもに使う

のではなく「確かな学力を付けるため」という目的をしっかりもちたいものです。具体的に

は活用しながら、「よく考える力」「より的確に自分の考えを伝える力」を育みたいもので

す。 

先日、教職員に話をしましたが、毎年度末に全校で取り組む文集「ねんりん」では、やや

作文に苦手意識をもつ子が少なからずいるようです。自分のペースで学ぶことができる学習

情報端末をうまく活用し、作文も含め、子どもたちに確かな学力を付ける方策を私たちは検

討しなければなりません。端末を使って、「こんなことがよく分かった」「こんなことができ

るようになった」という自己充実感をもたせることを目指します。 

 

 

 

 

 これからますます日没が遅い時期になります。この

時期は「不審者事案」が増加しやすい傾向がありま

す。学校では、不審者に出会ったときの対応を指導し

ていますが、子どもの力だけでは限界があります。家

庭、地域の皆様には次のようにご協力をお願いします。 

〇子どもたちには常にあいさつや声掛けをして、地域全体で子どもを見守る。 

〇子どもが助けを求めてきたら、落ち着かせて話をよく聞く。 

◎不審者事案だと判断したときは、１秒でも早く警察へ通報する。 
その後、学校に連絡する。（三郷小学校電話 ５２３－３５５９） 

上越市立三郷小学校 

令和５年度学校だより 
     第 2号 

令和５年 5月 18日 

対話型人工知能(AI)活用時代の教育 

地域全体で「不審者事案」の防止と通報にご協力をお願いします。☺   

学習情報端末を使う子どもたち 

年生を見守る６年生 



 

 

 

 4 月 28 日に子どもたちが楽しみにしていた遠足を実施しました。絶好の晴天のもと、ス

マイル班を中心として集団でのオリエンテーリング、遊びを楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

５月の交通安全教室では、上越市、上越警察署、地域安全、町内会、PTAの関係の皆様

から協力していただきました。安全への意識を高めることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力を合わせて楽しんだ 全校遠足 

交通安全教室で安全への意識を高めました 

 自転車の安全な乗り方   
 

 実際に自転車に乗り
「一時停止」「後方と
左右の確認」について
指導を受けながら、積
極的な安全確認の仕方
を学びました。 
 

 安全な歩行 
 

特に横断歩道での安
全確認を指導していた
だきました。左右の確
認や自分の存在を車に
知らせることを学びま
した。 

オリエンテーリングの問題 
みんなで遊ぶ みんなで遊ぶ 

1 年生のあいさつ 



 

 

 

 

巻頭言のことに関連して、子どもの思考を促す活用

の例を紹介します。授業場面では、昔から他の子の考

えを知る方法として教師が挙手した子を指名し、考え

を発言してもらうことがあります。 

写真をご覧ください。学習問題を投げかけ、ネット

上のホワイトボードに自分の考えを書くよう指示しま

す。そうすると、付せんの形で考えが集まり、他の子

の考えがたちどころに分かります。発言することが苦

手な子にとっては、抵抗が少ないよさもあります。 

 大事なことは「集まった考えから、さらに自分の考えを深める」

というレベルに引き上げることです。ただ調べるために端末を使う

というのは避けなければなりません。子どもの学ぶ力を高める方策

をこれからも学校全体で取り組みます。 

 

 

 

 

記念運動会当日の子どもたちの活躍はもとより、事前の準備での子どもたちのかかわりの

充実が大事です。みんなで励まし合ってよりよい活動をつくることを大切にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「人権の花」の取組  
 
 上越人権擁護委員協 
議会 様より、花苗と栽 
培セットを寄贈してい 
ただきました。花を育 
てることを通して、温か 
な心を育てます。 

 
多くの児童が苗を受け 
取る式に自主的に参加し
ました。担当の児童を中 
心として、半年間栽培に 
取り組みます。 

 避難訓練   
 
 地震発生後、火事 
になったと想定して、（各階に 1台） 
避難訓練を行いまし 
た。 
最近地震が多いの 

でいざというときの 
備えは大切です。 

学校創立 150 周年記念運動会を目指しての準備 

学習情報端末で、さまざまな考えを知り、自分の考えを深める事例(巻頭言に追加して)  

応援練習 

４・５月の学校トピック 

 対話的な学び   
 
 今年度も引継ぎ 
重点としています。多 
まず、友達の考え 
のよいところに気 
付くことが大切で 
す。 

応援練習 金管バンド練習 



 

６月の生活目標 

○みんなのためにできることをしよう 
【係や委員会の仕事】 

 

 

 

 

 6月 学校行事予定表 

 曜 行    事 給食 
 

日 曜 行    事 給食 

１ 木 
上越教育事務所管理訪問 9:10 

尿検査（２次） 
〇 

 
16 金 5年 歯科衛生士による歯科衛生指導 〇 

2 金 全校体力テスト（2、3限） 〇 

 
17 土   

3 土   

 
18 日   

４ 日   

 
19 月  〇 

５ 月 教育相談週間（～9日） 〇 
 

20 火 4年校外学習 ※4年は昼食持参 〇 

6 火 
6年租税教室（5限） 

 
〇 

 
21 水 

委員会［5、6年］（6限） 

学校訪問カウンセラー来校日（午後） 
〇 

7 水 
1年防犯教室 

５年自然教室①［妙高青少年自然の家］ 

学校訪問カウンセラー来校日（午後） 

〇 

 

22 木  〇 

8 木 
耳鼻科検診（午後） 

［妙高青少年自然の家］ 
〇 

 

23 金 

学習参観日（3～5限）１年給食試食会 

2、4、6年「親子メディア学習会」 

5年「血液検査事後指導」 

PTA保健厚生部 校舎内清掃 

〇 

9 金 6年校外学習 ※6年は昼食持参 〇 
 

24 土   

10 土   

 
25 日   

11 日   

 
26 月  〇 

12 月 校内歯と口の健康週間（～16日） 〇 
 

27 火 
全校集会 

 
〇 

13 火 
 

〇 
 

28 水 クラブ➁［4～6年］（6限） 〇 

14 水 
クラブ①［4～6年］（6限） 

 
〇 

 
29 木 

６年宿泊体験学習①［東京方面］ 

 
〇 

15 木  〇 
 

30 金 
６年宿泊体験学習➁［東京方面］ 

 
〇 

・みんなのためになっているか、自分の仕事を見直そう 

・互いの仕事ぶりを認め合おう 

・日常生活の中でできることを考えて実行しよう 

 

 


